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ホームページアドレス

地方税に関しましては、熊本市役所 財政局 固定資産税課（☎096-328-2195）までお問い合わせください。

水再生課



下水処理場の処理機能を保全するため

　下水道は、家庭や工場・事業場から排出される下水を下水処理場に集めて処理す
ることで、私たちの生活環境を改善し、河川や海などの公共用水域の水質を保全す
るという重要な役割を担っており、現在、将来にわたって欠かすことのできない大
切な公共施設です。

　しかし、工場・事業場からの排水の中には、公共下水道の施設にとって悪影響を
及ぼす物質が含まれている場合があり、さまざまな対策が必要になります。

　このパンフレットでは、下水道法や熊本市下水道条例等で定められた水質の規制
や各種届出について説明しています。

　熊本の豊かな自然環境を次の世代へ引き継ぐため、市民共通の財産である公共下
水道の円滑な運営管理に、みなさまのご理解とご協力をお願い致します。

1 2



下水処理場の処理機能を保全するため

　下水道管や下水処理場など下水道施設の多くはコンクリートでできてい

ますが、強い酸性やアルカリ性の排水が流れてくると、施設が腐食してしま

います。近年、下水道管の腐食が原因で、道路が陥没する事例も発生してい

ます。

　また、浮遊物や油脂類を多く含む排水を長期間にわたって流していると、

下水道管が詰まって水が流れなくなり、汚水が逆流して上流で噴き出して

しまいます。

　そのほか、清掃等の維持管理のために作業員が下水道管内に入る場合が

ありますが、シアン化合物や硫黄化合物を含んだ排水が流されると、有毒ガ

スが発生して、管内の作業員は非常に危険な状態にさらされることになり

ます。

　下水道には、家庭や工場・事業場から発生する汚水を、下水処理

場に集めて処理することにより、海や河川の水質を良好に保つと

いう大きな役割があります。

　下水道は、水質汚濁防止の決め手であり、豊かな自然環境を守る

重要な担い手なのです。

　しかし、下水処理には限界もあります。

　微生物処理では、基本的に有機汚濁物質以外は処理の対象とな

りません。また、処理できる物質であっても、高濃度のものは処理

が不十分になります。

　下水処理の能力を超える物質を含む汚水が処理場に流入する

と、十分に処理されないままの汚水が海や河川へ放流されること

となり、水環境を汚染する原因となるのです。

　下水道管で下水処理場に集められた汚水は、微生物を利用して

生物処理されます。

　処理場では、沈みやすいものを取り除いた後、反応タンクで活性

汚泥と空気を加え、活性汚泥中の微生物の働きにより、汚水中の有

機物を分解・フロック化します。沈殿した活性汚泥は反応タンクへ

戻しますが、増えすぎた活性汚泥は取り除かれ、汚泥処理施設で脱

水した後、コンポスト等に再利用します。

　このように、下水処理は微生物を利用した処理であるため、ｐＨ

が急激に変化したり、有害物質が流入したりすると、微生物の働きが衰えて処理がうまく行かなくなってしま

います。最悪の場合には、微生物が死滅し、下水処理機能が失われる事態を招くことにもなりかねません。
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（令和5年（2023年）1月1日現在）下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準

排出する汚水中の汚濁物質を取り除く

汚水の発生源で汚濁物質を取り除くために、次の

点を検討してください。

１．製造方法・工程等を工夫する。

２．�薬品原材料の使用方法を工夫する。また、これ

らの使用量の減量化を図る。

３．廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。

除害施設等を設置していても、正しく運転しなくて

は十分な効果がありません。

除害施設等を有効に活用するために、次の点を実

行してください。

１．除害施設等の運転管理体制を確立する。

２．�運転日報を作成し、運転・管理に必要な事項を

毎日記録する。

３．�処理水質が排除基準に適合しない場合には、原

因を究明し、速やかに適切な処置を講じる。

排水管理を行うには、職場教育等により従業員の

意識の向上を図り、事業場が一体となって取り組

むことが必要です。

汚水の発生源での除害措置によっても法に基づく

排除基準に適合できない場合には、下水道へ流す

前に有害物質を取り除くための「除害施設等」を設

置しなければなりません。

除害施設等の運転に伴い発生する汚泥や自社処分

ができない重金属を含んだ廃液などは、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物と

定義されており、事業者はこれらを産業廃棄物処

理業者に委託して適正に処理する義務があります。

この法律に違反すると、懲役や罰金等の罰則を受

けることがあります。

　下水道法の規定に基づく下水排除基準とは別に、下記の法令で規制されています。関係法令をご確認いただ

き、適正な処理をお願いします。万一、下水道へ流れてしまった場合は、「８　事故時の報告の義務」に準じた対応

を行い、上下水道局へ一報をお願いいたします。（7ページ参照）

（関係法令の例）
　●�毒物劇物取締法
　●�廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　●�放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律
　●�感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　●�遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）など

試験研究機関・教育機関・医療機関から排除される実験廃液、医療系排水には、有害物質や毒物、
感染性のある物質等が含まれているものがあります。これらは、下水道へ流してはいけません。

下水道へ流してはいけないものがありますか
微生物ちゃん
ボルティケラ

中部浄化センター
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（令和5年（2023年）1月1日現在）下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準

排出する汚水中の汚濁物質を取り除く

（備考）� � � � � � � � � �
　１　単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は℃、ダイオキシン類はpg-TEQ/L、その他はmg/Lです。
　２　　　　　　：基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます。（直罰制度）
　　��（ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置する事業場に対してのみ適用されます。）
　３　それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除害施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義務があります。
　※注1：電気めっき業は暫定基準があります。
　※注2：河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、（）は海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値です。
　　　����また、一部業種には、暫定基準があります。

物質または項目

特定事業場 非特定事業場
平均排水量
50㎥/日以上

平均排水量
50㎥/日未満

平均排水量
50㎥/日以上

平均排水量
50㎥/日未満

生
活
環
境
項
目
等

温度 45 ― 45 ―
水素イオン濃度（ｐＨ） 5～9 5～11 5～9 5～11
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 600 ― 600 ―
浮遊物質量（ＳＳ） 600 ― 600 ―
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5 20 5 20
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂） 30 ― 30 ―
よう素消費量 220 ― 220 ―
窒素含有量（全窒素） ― ― ― ―
燐含有量（全燐） ― ― ― ―
フェノール類 5 ― 5 ―
銅及びその化合物 3 3 3 3
亜鉛及びその化合物� ※注1 2 2 2 2
鉄及びその化合物（溶解性） 10 ― 10 ―
マンガン及びその化合物（溶解性） 10 ― 10 ―
クロム及びその化合物 2 2 2 2

有
害
物
質

カドミウム及びその化合物� 0.03 0.03 0.03 0.03
シアン化合物 1 1 1 1
有機燐化合物 1 1 1 1
鉛及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
六価クロム化合物 0.5 0.5 0.5 0.5
砒素及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 0.005 0.005 0.005
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 0.003
トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1
テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1
ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.2
四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.02
1，2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.04
1，1-ジクロロエチレン 1 1 1 1
シス-１，2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.4
1，1，1-トリクロロエタン 3 3 3 3
1，1，2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.06
1，3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.02
チウラム 0.06 0.06 0.06 0.06
シマジン 0.03 0.03 0.03 0.03
チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2
ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.1
セレン及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
ほう素及びその化合物� ※注2 10（230） 10（230） 10（230） 10（230）
ふっ素及びその化合物� ※注2 8（15） 8（15） 8（15） 8（15）
1，4-ジオキサン 0.5 0.5 0.5 0.5
ダイオキシン類 10 10 10 10
アンモニア性窒素等含有量 ― ― ― ―

対象者
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（備考）
特定施設の中で、旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設および入浴施設については、温泉水を使用する場合のみ届出が必要です。
ただし、「公共下水道使用開始届出書」は、温泉水を使用しない場合でも必要となります。

※ただし、すべての事業場は、熊本市下水道条例で定める「排水設備計画確認申請」及び「使用開始等の届出」
の手続きを給排水設備課（窓口受付：上下水道サービス公社）に対して行わなければなりません。
※ただし、すべての事業場は、熊本市下水道条例で定める「排水設備計画確認申請」及び「使用開始等の届出」
の手続きを給排水設備課（窓口受付：上下水道サービス公社）に対して行わなければなりません。

　各事業場は、特定施設の有無・汚水の量・水質等に応じて、以下の届出が必要となります。
　各種届出様式は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）を
ご覧ください。

　各事業場は、特定施設の有無・汚水の量・水質等に応じて、以下の届出が必要となります。
　各種届出様式は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）を
ご覧ください。

　熊本市では、届出の受付・審査は、水再生課で行っています。　熊本市では、届出の受付・審査は、水再生課で行っています。

　『特定施設』とは、工場・事業場の製造工程等で、「人の健康及び生活環境に被害の生じるおそれのあるものを含んだ

汚水」を排出する施設として法律で定められた施設をいい、この特定施設を有する工場・事業場を『特定事業場』とい

います。

　特定事業場とその他の工場・事業場では、届出書類や規制・罰則等に違いがありますので、工場・事業場が特定事業

場に該当するかどうかを、『特定施設一覧表』（10～14ページ参照）を参考にしてお調べください。

「特定施設」や「特定事業場」とは、
どういうものですか

微生物ちゃん
トコフィリア
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（備考）
特定施設の中で、旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設および入浴施設については、温泉水を使用する場合のみ届出が必要です。
ただし、「公共下水道使用開始届出書」は、温泉水を使用しない場合でも必要となります。

※ただし、すべての事業場は、熊本市下水道条例で定める「排水設備計画確認申請」及び「使用開始等の届出」
の手続きを給排水設備課（窓口受付：上下水道サービス公社）に対して行わなければなりません。
※ただし、すべての事業場は、熊本市下水道条例で定める「排水設備計画確認申請」及び「使用開始等の届出」
の手続きを給排水設備課（窓口受付：上下水道サービス公社）に対して行わなければなりません。

　各事業場は、特定施設の有無・汚水の量・水質等に応じて、以下の届出が必要となります。
　各種届出様式は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）を
ご覧ください。

　各事業場は、特定施設の有無・汚水の量・水質等に応じて、以下の届出が必要となります。
　各種届出様式は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）を
ご覧ください。

　熊本市では、届出の受付・審査は、水再生課で行っています。　熊本市では、届出の受付・審査は、水再生課で行っています。
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　公共下水道管理者は、次のような工場・事業場に対しては、公共下水道を適正に管理するため、事業場の状況、除害

施設又は下水の水質等について報告を求める場合があります。また、不定期に立入検査を実施していますが、その際に

水質の測定記録の提示を求めることがあります。

　　　(ア)特定事業場

　　　(イ)「政令で規定する水質」に該当する水質の下水を排除する工場・事業場等

　公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律により水質の測定が義務づけられています。特定事業場は、下記

により下水の水質を測定し、その結果を記録・保存しなくてはなりません。

　公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律により水質の測定が義務づけられています。特定事業場は、下記

により下水の水質を測定し、その結果を記録・保存しなくてはなりません。

　特定事業場において、政令で規定する有害物質又は油が、公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急

の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければなりません。様式等

詳細については、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）をご覧ください。

通報先：水再生課　TEL096-381-1157（平日8:30～17:15）・096-381-0012（時間外・休日等）
　　　　　　　　  FAX096-381-5612　　　　　　　　　　　　  まずは電話にて一報を！

　公共下水道管理者は、公共下水道の施設や機能を守り、下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な

限り、事業所に立ち入り、排水設備・特定施設・除害施設等・その他物件を検査できることになっています。

　立入検査の結果、排除基準に違反または違反するおそれがあると認められるときは、水質および施設の改善、ある

いは下水の排除停止を命ずることがあります。また、この命令に従わない場合、罰則の適用を受けることがあります。

水質測定の項目や頻度、記録する様式などの詳細は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業
者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）をご覧ください。
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　公共下水道管理者は、次のような工場・事業場に対しては、公共下水道を適正に管理するため、事業場の状況、除害

施設又は下水の水質等について報告を求める場合があります。また、不定期に立入検査を実施していますが、その際に

水質の測定記録の提示を求めることがあります。

　　　(ア)特定事業場

　　　(イ)「政令で規定する水質」に該当する水質の下水を排除する工場・事業場等

　公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律により水質の測定が義務づけられています。特定事業場は、下記

により下水の水質を測定し、その結果を記録・保存しなくてはなりません。

　公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律により水質の測定が義務づけられています。特定事業場は、下記

により下水の水質を測定し、その結果を記録・保存しなくてはなりません。

　特定事業場において、政令で規定する有害物質又は油が、公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急

の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければなりません。様式等

詳細については、熊本市上下水道局ホームページ（「事業者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）をご覧ください。

通報先：水再生課　TEL096-381-1157（平日8:30～17:15）・096-381-0012（時間外・休日等）
　　　　　　　　  FAX096-381-5612　　　　　　　　　　　　  まずは電話にて一報を！

　公共下水道管理者は、公共下水道の施設や機能を守り、下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な

限り、事業所に立ち入り、排水設備・特定施設・除害施設等・その他物件を検査できることになっています。

　立入検査の結果、排除基準に違反または違反するおそれがあると認められるときは、水質および施設の改善、ある

いは下水の排除停止を命ずることがあります。また、この命令に従わない場合、罰則の適用を受けることがあります。

水質測定の項目や頻度、記録する様式などの詳細は、熊本市上下水道局ホームページ（「事業
者さまへ」から「工場・事業場のみなさまへ」）をご覧ください。

カドミウム及びその化合物、有機燐化合物、鉛及びその化

合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及び

アルキル水銀・その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、

セレン及びその化合物、フェノール類、銅及びその化合物、

亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物（溶解性）、マン

ガン及びその化合物（溶解性）、クロム及びその化合物、

ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

◦処理場での微生物処理を妨げる。

◦汚泥の処理、処分を困難にする。

シアン化合物

◦青酸ガス発生により、下水道管内の作　�

業を危険にする。

◦処理場での微生物処理を妨げる。

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメ

タン、四塩化炭素、1,2- ジクロロエタン、1,1- ジクロロ

エチレン、シス -1,2- ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロ

ロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3- ジクロロプロ

ペン、ベンゼン、1,4- ジオキサン

◦下水道管内で揮発し、下水道管内での

作業を危険にする。

◦処理場での微生物処理を妨げる。

チウラム、シマジン、チオベンカルブ ◦処理場での微生物処理を妨げる。

アンモニア性窒素等含有量、窒素含有量、燐含有量、生物

化学的酸素要求量（BOD）
◦高濃度の場合、微生物処理を妨げる。

水素イオン濃度（ｐH）

◦他の排水と混合し、有毒ガス・悪臭を

発生することがある。

◦下水道管を腐食して損壊する。

◦処理場での微生物処理を妨げる。

浮遊物質量（SS） ◦下水道管を詰まらせる。

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）

◦下水道管内や処理場で火災や爆発を発

生させる。

◦処理場での微生物処理を妨げる。

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）
◦下水道管を詰まらせる。

◦高濃度の場合、微生物処理を妨げる。

温度
◦管渠清掃の妨害。悪臭の発生源となる。

◦下水道管の腐食を早める。

よう素消費量

◦下水道管内を酸欠にし、硫化水素ガス

を発生させ、作業を危険にする。

◦下水道管を腐食させる。

規制項目 影響

微生物ちゃん
アスピディスカ
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（令和5年1月現在）

③

還元型硫黄化合物（硫化水素等）、シアン、クロム、セレン

油類

第４６条第１項第1号
第４６条第１項第2号

微生物ちゃん
アルセラ
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（令和5年1月現在）

③

還元型硫黄化合物（硫化水素等）、シアン、クロム、セレン

油類

第４６条第１項第1号
第４６条第１項第2号
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（令和5年1月現在）（令和5年1月現在）

旅館業（旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項
に規定するもの（住宅宿泊事業法（平成29年法律第65
号）第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの
及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。）
をいう。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの
　イ　ちゅう房施設
　ロ　洗濯施設
　ハ　入浴施設

自動車特定整備事業（道路運送車両法（昭和26年法律第
185号）第77条に規定するものをいう。以下同じ。）の用
に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が800㎡未満の
事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。）

卸売市場（卸売市場法（昭和46年法律第35号）第2条第
2項に規定するものをいう。以下同じ。）（主として漁業者
又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のた
めその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、
その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産
加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者
に対し卸売するためのものを除く。）に設置される施設
であって、次に掲げるもの（水産物に係るものに限り、こ
れらの総面積が1,000㎡未満の事業場に係るものを除
く。）
　イ　卸売場
　ロ　仲卸売場

エチレンオキサイド又は1,4―ジオキサンの混合施設
（前各号に該当するものを除く。）
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（令和5年1月現在）（令和5年1月現在）

8,18―ジクロロ―5,15―ジエチル―5,15―ジヒドロ
ジインドロ[3,2―b：3',2'―m]トリフェノジオキサジン
（別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオ
キサジンバイオレット」という。）の製造の用に供する施
設のうち、次に掲げるもの
イ　ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ　ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ　ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ　熱風乾燥施設

2,3―ジクロロ―1,4―ナフトキノンの製造の用に供する
施設のうち、次に掲げるもの
　イ　ろ過施設
　ロ　廃ガス洗浄施設
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TEL.096-381-1157 FAX.096-381-5612

（令和5年1月発行）
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